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二

は
じ
め
に

　

天
正
十
八
年
（
一
五
九
〇
）
三
月
一
日
、
豊
臣
秀
吉
は
前
年
の
小
田
原
北
条
氏

に
よ
る
名
胡
桃
城
奪
取
事
件
を
理
由
に
、
北
条
氏
を
滅
ぼ
す
べ
く
関
東
に
向
け
て

出
陣
し
、
四
月
に
は
小
田
原
城
の
包
囲
を
開
始
し
た
。
い
わ
ゆ
る
小
田
原
合
戦
の

始
ま
り
で
あ
る
。
北
条
氏
は
、
武
田
信
玄
や
上
杉
謙
信
と
い
っ
た
戦
国
の
名
将
を

退
け
た
名
城
小
田
原
城
に
籠
城
し
、
長
期
戦
に
持
ち
込
も
う
と
し
た
。
し
か
し
、

圧
倒
的
な
大
軍
と
経
済
力
を
有
す
る
秀
吉
の
前
に
は
、
さ
し
も
の
名
城
小
田
原
城

も
な
す
す
べ
な
く
七
月
五
日
に
降
伏
し
た
。

　

昨
年
十
一
月
に
公
開
さ
れ
た
映
画
「
の
ぼ
う
の
城
」
は
、
小
田
原
城
が
落
城
し

た
後
も
頑
強
に
抵
抗
を
続
け
た
忍
城
代
成
田
長
親
の
活
躍
を
中
心
に
描
い
た
作
品

で
、
埼
玉
県
内
は
映
画
の
舞
台
と
な
っ
た
行
田
市
を
中
心
に
活
気
づ
い
て
い
る
。

最
近
の
戦
国
ブ
ー
ム
に
よ
る
盛
り
上
が
り
を
契
機
と
し
て
、
郷
土
の
歴
史
が
注
目

さ
れ
る
こ
と
は
素
晴
ら
し
い
こ
と
で
あ
ろ
う
。

　

さ
て
、
北
葛
飾
郡
松
伏
町
に
所
在
す
る
杉
浦
家
か
ら
当
館
に
寄
託
さ
れ
た
「
杉

浦
家
文
書
」
に
は
、
一
通
の
伊
達
政
宗
書
状
が
伝
来
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、（
天

正
十
八
年
）
五
月
二
十
八
日
付
の
も
の
で
、
浅
野
長
吉
（
長
政
）
に
宛
て
た
も
の

で
あ
り
、
ま
さ
に
「
の
ぼ
う
の
城
」
の
時
期
と
重
な
っ
て
い
る
。
そ
こ
で
、
本
稿

で
は
、
ま
ず
史
料
紹
介
を
兼
ね
「
杉
浦
家
文
書
」
の
概
要
に
つ
い
て
述
べ
、
次
い

で
政
宗
書
状
の
内
容
と
研
究
史
上
に
お
け
る
位
置
づ
け
を
整
理
し
、
最
後
に
政
宗

書
状
の
内
容
と
深
く
か
か
わ
る
長
吉
の
動
向
を
追
い
か
け
た
い
。
こ
れ
に
よ
り

「
の
ぼ
う
の
城
」
に
は
描
か
れ
な
か
っ
た
埼
玉
県
に
お
け
る
小
田
原
合
戦
の
一
端

を
概
観
で
き
れ
ば
と
考
え
る
。

一
「
杉
浦
家
文
書
」
の
概
要

　

「
杉
浦
家
文
書
」
は
全
二
〇
三
点
で
、
中
世
文
書
は
二
点
あ
る
。
文
書
群
に
は

複
数
の
家
譜
類
が
残
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
ら
に
基
づ
き
杉
浦
家
に
つ
い
て
紹
介
し

よ
う
。

　

杉
浦
家
の
祖
は
美
濃
国
竹
ヶ
鼻
城
主
の
定
元
で
、
定
元
は
織
田
氏
・
豊
臣
氏
に

仕
え
た
。
一
般
に
竹
ヶ
鼻
城
主
は
、
杉
浦
重
勝
の
名
で
知
ら
れ
て
お
り(((

、
定
元
は

こ
の
重
勝
と
同
一
人
物
で
あ
ろ
う
（
以
下
、
家
譜
に
従
い
定
元
と
す
る
）。
慶
長

三
年
（
一
五
九
八
）
の
秀
吉
死
去
後
、
定
元
は
石
田
三
成
が
徳
川
家
康
を
滅
ぼ
そ

う
と
し
て
い
る
こ
と
を
見
抜
き
、
一
方
で
こ
れ
か
ら
は
家
康
の
時
代
が
来
る
と
考

え
て
い
た
。
そ
こ
で
、
自
ら
は
秀
吉
の
遺
児
秀
頼
へ
の
忠
義
を
尽
く
す
た
め
豊
臣

氏
に
仕
え
続
け
、
代
わ
り
に
息
子
の
定
政
を
家
康
の
家
臣
伊
奈
忠
次
に
仕
え
さ
せ

た
。
慶
長
五
年
に
関
ヶ
原
合
戦
が
起
こ
る
と
、
西
軍
に
属
し
た
定
元
は
池
田
輝

政
・
福
島
正
則
等
の
攻
撃
を
受
け
、
竹
ヶ
鼻
城
で
討
死
し
た
。
そ
の
た
め
東
軍
に

伊
達
政
宗
の
小
田
原
参
陣
と
浅
野
長
吉

─
当
館
寄
託
「
杉
浦
家
文
書
」
の
史
料
紹
介
を
兼
ね
て
─

　

佐　

藤　

貴　

浩　
　



一
三

伊
達
政
宗
の
小
田
原
参
陣
と
浅
野
長
吉
（
佐
藤
）

属
し
た
定
政
が
杉
浦
家
を
継
承
し
、
家
譜
類
は
こ
の
定
政
を
初
代
と
し
て
い
る
。

　

定
政
が
忠
次
に
仕
え
た
背
景
に
は
、
定
政
の
妻
が
忠
次
の
妻
と
姉
妹
で
あ
り
、

伊
奈
氏
と
親
戚
関
係
に
あ
っ
た
こ
と
が
あ
る
。
そ
の
た
め
忠
次
の
配
下
と
し
て
秩

父
領
十
万
石
を
支
配
し
た
と
い
う
。
屋
敷
は
下
総
国
船
橋
に
構
え
て
い
た
が
、
慶

長
十
三
年
に
家
康
が
意
富
比
神
社
の
再
建
を
企
図
し
た
際
、
定
政
の
屋
敷
が
新
社

殿
の
地
に
選
ば
れ
た
た
め
、
替
地
と
し
て
武
蔵
国
葛
飾
郡
大
川
戸
に
移
る
こ
と
を

命
じ
ら
れ
た
。
大
川
戸
は
、
慶
長
五
年
に
家
康
が
上
杉
氏
攻
撃
の
た
め
下
野
国
小

山
ま
で
東
進
し
た
後
、
江
戸
に
引
き
返
す
際
、
忠
次
に
命
じ
御
殿
を
築
か
せ
た
場

所
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
普
請
に
あ
た
っ
た
の
が
定
政
で
あ
っ
た
。
結
局
、
御

殿
は
使
用
さ
れ
な
か
っ
た
た
め
、
家
康
か
ら
忠
次
に
下
賜
さ
れ
、
そ
れ
が
船
橋
の

替
地
と
し
て
忠
次
か
ら
定
政
に
下
賜
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
ち
な
み

に
、「
杉
浦
家
文
書
」
に
は
、
御
殿
普
請
に
際
し
て
家
康
が
自
筆
で
認
め
た
坪
割

状
が
残
さ
れ
て
い
る
。

　

定
政
没
後
、
歴
代
の
当
主
は
浪
人
と
な
っ
た
り
帰
農
し
た
り
な
ど
し
た
が
、
伊

奈
氏
の
家
督
相
続
問
題
な
ど
に
関
す
る
重
要
な
史
料
も
伝
え
て
い
る
。
ま
た
、
元

禄
時
代
の
絵
図
も
残
さ
れ
て
お
り
、
当
時
の
御
殿
の
様
子
を
知
る
こ
と
も
出
来
る
。

　

以
上
の
よ
う
に
、
杉
浦
家
は
戦
国
の
動
乱
を
見
事
に
生
き
延
び
た
由
緒
あ
る
家

で
、
文
書
群
自
体
も
家
康
自
筆
の
文
書
が
伝
来
す
る
な
ど
、
非
常
に
貴
重
な
も
の

で
あ
る
。

　

さ
て
、
杉
浦
家
に
政
宗
書
状
が
伝
来
し
た
理
由
は
何
だ
ろ
う
か
。
七
代
目
の
勝

定
は
、
赤
穂
浅
野
家
か
ら
分
家
し
た
旗
本
浅
野
家
（
播
磨
国
加
東
郡
家
原
領
）
の

家
老
安
達
文
左
衛
門
の
二
男
で
杉
浦
家
に
聟
養
子
と
な
っ
た
と
い
い
、
政
宗
書
状

の
宛
所
で
あ
る
浅
野
家
と
の
関
連
を
窺
わ
せ
る
。
し
か
し
、
こ
の
こ
と
と
杉
浦
家

に
政
宗
書
状
が
伝
来
し
た
こ
と
を
結
び
つ
け
る
の
は
や
は
り
困
難
で
あ
ろ
う
。
し

た
が
っ
て
、
本
稿
で
は
、
残
念
な
が
ら
、
伝
来
の
過
程
に
つ
い
て
は
不
明
と
せ
ざ

る
を
得
な
い
。

二
　
政
宗
書
状
に
つ
い
て

　

秀
吉
は
、
小
田
原
合
戦
に
際
し
、
奥
羽
の
諸
大
名
に
対
し
、
自
ら
の
も
と
へ
伺

候
し
、
従
属
の
姿
勢
を
示
す
よ
う
に
命
じ
た(((

。
そ
の
結
果
、
奥
羽
の
諸
大
名
の
多

く
が
小
田
原
に
参
陣
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
政
宗
は
、
四
月
十
五
日
に
本
拠
地
黒

川
を
出
発
し
た
が
、
途
中
で
北
条
領
国
を
通
過
す
る
こ
と
が
不
可
能
で
あ
る
こ
と

を
知
り
、
一
旦
黒
川
に
戻
っ
た
。
そ
し
て
、
改
め
て
百
騎
程
度
の
家
臣
を
率
い
て

五
月
九
日
に
出
発
し
、
北
条
領
国
を
避
け
、
越
後
・
信
濃
・
甲
斐
を
経
て
小
田
原

に
向
か
っ
た
。
「
杉
浦
家
文
書
」
の
政
宗
書
状
は
、
政
宗
が
甲
斐
に
入
っ
た
段
階

で
認
め
た
も
の
で
あ
る
。

　

史
料
一
伊
達
政
宗
書
状
〔
杉
浦
家
（
伊
奈
家
臣
）
一
八
二
〕

　
　
　

「（
端
裏
切
封
）

（
墨
引
）」

　

  　
　

 

猶
々
彼
書
状
認
候
内
、
良（

栄
真
）

覚
院
罷
帰
候
、
条
々
御
理
共
、
本
望
至
極
ニ

候
、
併
貴
辺
憑
入
候
首
尾
、
御
本
陣
へ
御
参
之
義
、
待
入
迄
候
、
以
上
、

　
　

 

先
立
如
申
述
候
、
漸
昨
廿
七
、
甲
府
之
地
迄
罷
登
候
、
雖
然
貴
辺
武
州
口
御

在
陣
之
由
候
条
、
先
々
当
地
ニ
令
滞
在
候
、
別
而
憑
入
候
筋
目
、
早
速
御
本

陣
へ
被
打
返
、
万
々
御
執
成
憑
入
迄
候
、
遠
境
相
登
之
義
共
候
間
、
諸
事
不

知
案
内
ニ
候
、
不
可
過
御
塩
味
候
、
彼
依
御
返
札
、
則
可
致
参
陣
候
、
書
余

期
会
面
之
時
、
不
具
候
、
恐
々
謹
言
、

　
　
　

五
月
廿
八
日 　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

政
宗
（
花
押
）

　
　
　

浅
野
弾

（
長
吉
）正

少
弼
殿

　
　
　
　
　
　
　
　
　

御
陣
所
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一
四

　

ま
ず
、
史
料
一
の
基
本
情
報
に
つ
い
て
紹
介
し
よ
う
。
筆
跡
は
右
筆
で
、
料
紙

は
斐
紙
の
切
紙
で
あ
る
。
法
量
は
縦
((.0
㎝
×
横
4(.0
㎝
。
花
押
は
縦
(.(
㎝
×
横
(.0
㎝

で
、
い
わ
ゆ
る
「
セ
キ
レ
イ
の
花
押
」
と
し
て
有
名
な
公
用
花
押
の
天
正
十
七
～

十
八
年
型
で
あ
る(((

。

　

内
容
は
、
政
宗
が
二
十
七
日
に
甲
府
に
つ
い
た
こ
と
を
長
吉
に
知
ら
せ
、
長
吉

が
武
州
口
に
出
陣
し
て
い
る
た
め
、
長
吉
に
早
く
小
田
原
に
帰
陣
し
て
も
ら
い
、

そ
の
上
で
長
吉
の
「
御
執
成
」
を
も
っ
て
秀
吉
と
面
会
し
た
い
、
と
い
う
も
の
で

あ
る
。
政
宗
と
豊
臣
政
権
と
の
交
渉
に
は
、
天
正
十
七
年
か
ら
長
吉
が
現
れ
る
よ

う
に
な
っ
て
い
た(4(

。
な
お
、
良
覚
院
は
伊
達
氏
の
崇
敬
厚
い
本
山
派
の
修
験
者
で
、

政
宗
の
使
僧
で
あ
る
。

　

さ
て
、
史
料
一
は
政
宗
の
小
田
原
参
陣
の
過
程
を
知
る
う
え
で
重
要
な
意
義
を

有
し
て
お
り
、
小
林
清
治
氏
と
黒
田
和
子
氏
が
そ
れ
ぞ
れ
史
料
一
を
取
り
上
げ
て

い
る(((

。

　

小
林
清
治
氏
は
、
徳
川
家
臣
の
内
藤
清
成
が
記
し
た
と
さ
れ
る
「
天
正
日
記
」

に
、
六
月
一
日
及
び
二
日
に
小
田
原
で
政
宗
が
結
城
秀
康
の
仲
介
で
家
康
に
会
い
、

四
日
に
は
家
康
・
秀
康
に
伴
わ
れ
て
秀
吉
に
面
会
し
た
と
の
記
述
が
あ
る
一
方
で
、

政
宗
自
身
は
家
臣
に
宛
て
た
六
月
六
日
付
書
状
の
中
で
、
小
田
原
参
陣
を
「
昨
日

五
日
当
陳
（
陣
）へ

参
着
候
」
と
述
べ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
た
（「
登
米
懐
古
館
所
蔵

登
米
伊
達
家
文
書
」）。
そ
の
上
で
、
当
時
新
発
見
史
料
で
あ
っ
た
史
料
一
を
全
文

引
用
し
、「『
天
正
日
記
』
の
記
述
が
正
し
い
と
す
れ
ば
、
六
月
一
日
結
城
秀
康
と

共
に
家
康
を
訪
れ
る
た
め
に
は
、
そ
の
前
日
の
五
月
三
十
日
に
は
秀
康
と
の
間
に

諒
解
を
と
り
つ
け
て
お
く
必
要
が
あ
り
、
そ
の
た
め
に
は
さ
ら
に
二
十
九
日
ま
で

に
小
田
原
に
到
着
し
て
お
く
こ
と
が
自
然
で
あ
ろ
う
」
と
し
た
上
で
、
史
料
一
に

あ
る
よ
う
に
五
月
二
十
八
日
時
点
で
甲
府
に
い
た
と
す
る
な
ら
ば
、「
天
正
日
記
」

史料１　伊達政宗書状



一
五

伊
達
政
宗
の
小
田
原
参
陣
と
浅
野
長
吉
（
佐
藤
）

の
記
述
は
成
立
し
難
い
と
さ
れ
た
。
そ
し
て
、
結
論
と
し
て
は
政
宗
自
身
の
言
葉

に
基
づ
き
、
六
月
五
日
に
小
田
原
に
参
陣
し
た
と
し
、「
天
正
日
記
」
の
信
憑
性

に
つ
い
て
も
疑
問
視
す
る
。

　

一
方
、
黒
田
和
子
氏
は
、
五
月
二
十
四
日
付
の
長
吉
宛
政
宗
書
状
に
「
甲
州
阜
（
府
）

中
ニ
一
両
日
中
令
滞
留
、
御
本
陳
（
陣
）江

被
打
帰
事
可
待
入
候
」
（「
浅
野
家
文
書
」）

と
あ
る
の
を
引
用
し
た
上
で
、
次
の
よ
う
に
述
べ
た
。

　
　

 　

先
の
、
五
月
二
十
四
日
付
書
状
は
、
何
処
で
認
め
た
も
の
か
判
然
と
し
な

い
。
甲
府
に
既
に
到
着
し
て
い
る
よ
う
で
も
あ
り
、
甲
府
へ
二
、
三
日
の
地

点
に
居
る
よ
う
に
も
受
け
と
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
二
十
八
日
付
書
状

で
、「
漸
昨
廿
七
甲
府
之
地
迄
罷
登
候
」
と
強
調
し
て
い
る
の
は
、
既
に
二

十
四
日
、
甲
府
入
り
し
た
政
宗
は
困
惑
し
き
っ
て
家
康
に
頼
る
こ
と
を
決
意

し
、
密
か
に
小
田
原
に
赴
く
こ
と
を
カ
モ
フ
ラ
ー
ジ
ュ
す
る
た
め
に
こ
と
さ

ら
二
十
七
日
の
甲
府
着
と
、
二
十
八
日
に
甲
府
で
書
状
を
認
め
た
こ
と
を
ア

ピ
ー
ル
し
て
い
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
。
二
十
四
日
に
甲
府
に
到
着
し
て
い

れ
ば
、
二
十
九
日
ま
で
に
小
田
原
へ
入
る
こ
と
は
充
分
に
可
能
で
あ
る
。

　
　

 　

た
と
え
二
十
八
日
付
の
書
状
が
真
実
で
あ
る
と
し
て
も
、
小
林
氏
の
説
か

れ
る
よ
う
に
、
五
月
三
十
日
に
秀
康
と
の
間
に
諒
解
を
取
り
つ
け
て
お
く
た

め
に
、
必
ず
し
も
二
十
九
日
に
小
田
原
に
到
着
す
る
必
要
は
な
く
、
三
十
日

の
朝
到
着
し
て
そ
の
日
の
う
ち
に
諒
解
を
得
る
こ
と
も
で
き
る
わ
け
で
あ
り
、

二
十
八
日
早
朝
、
甲
府
を
発
っ
て
、
二
十
九
日
夜
或
い
は
三
十
日
朝
、
小
田

原
到
着
は
不
可
能
で
は
な
い
と
思
わ
れ
る
。

　

黒
田
氏
は
以
上
の
よ
う
に
述
べ
、
六
月
一
日
に
長
吉
に
は
内
密
の
ま
ま
政
宗
は

家
康
と
面
会
し
た
と
推
測
し
た
。
小
林
氏
が
「
天
正
日
記
」
の
記
述
を
否
定
し
、

六
月
五
日
小
田
原
参
陣
と
す
る
の
と
は
見
解
を
異
に
す
る
。

　

五
月
二
十
四
日
付
書
状
と
史
料
一
の
関
係
に
つ
い
て
、
黒
田
氏
は
前
掲
の
よ
う

に
解
釈
し
て
お
ら
れ
る
が
、
先
に
部
分
引
用
し
た
二
十
四
日
付
書
状
は
、「
甲
州

府
中
に
一
・
二
日
滞
在
し
て
、
長
吉
が
小
田
原
に
帰
陣
す
る
の
を
待
つ
つ
も
り
で

あ
る
」
と
解
釈
す
る
こ
と
が
で
き
、
甲
州
府
中
に
到
着
す
る
直
前
に
、
今
後
の
予

定
を
述
べ
た
も
の
と
解
釈
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
史
料
一
に
あ
る

通
り
、
二
十
七
日
甲
州
府
中
着
で
も
何
ら
問
題
は
な
い
の
で
あ
る
。

　

ま
た
、
田
中
義
成
氏
以
来
「
天
正
日
記
」
が
偽
書
と
す
る
説
が
有
力
と
な
っ
て

お
り(((

、
六
月
一
・
二
日
に
政
宗
が
小
田
原
に
い
た
と
い
う
こ
と
も
考
え
が
た
い
。

　

さ
ら
に
、
黒
田
氏
は
政
宗
が
家
康
を
頼
る
こ
と
を
長
吉
に
カ
モ
フ
ラ
ー
ジ
ュ
し

た
と
指
摘
す
る
が
、
そ
も
そ
も
秀
吉
と
の
対
面
は
主
従
関
係
を
確
立
さ
せ
る
一
環

の
公
式
な
行
事
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
誰
の
執
り
成
し
に
よ
っ
て
秀
吉
と
対
面

し
た
の
か
を
隠
し
通
せ
る
よ
う
な
類
の
も
の
で
は
な
い
。
ち
な
み
に
、
政
宗
と
は

や
や
立
場
が
異
な
る
が
、
最
上
義
光
は
家
康
の
執
り
成
し
に
よ
っ
て
秀
吉
と
対
面

し
た
旨
を
長
吉
に
伝
え
て
い
る
（「
浅
野
家
文
書
」）。

　

よ
っ
て
、
政
宗
の
動
向
に
つ
い
て
は
、
政
宗
の
言
葉
を
素
直
に
受
け
止
め
、
史

料
一
に
あ
る
よ
う
に
二
十
七
日
に
甲
州
府
中
に
到
着
し
、
二
十
四
日
付
書
状
で
長

吉
に
伝
え
た
よ
う
に
、
長
吉
の
小
田
原
帰
陣
を
待
ち
、
六
月
五
日
に
な
っ
て
小
田

原
に
参
陣
し
た
と
考
え
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。
甲
州
府
中
か
ら
小
田
原
ま
で
は

二
日
も
あ
れ
ば
十
分
の
距
離
で
あ
る
か
ら
、
六
月
五
日
に
小
田
原
に
着
い
た
と
す

れ
ば
、
政
宗
は
「
一
両
日
」
ど
こ
ろ
か
、
随
分
と
長
く
長
吉
の
帰
陣
を
甲
州
府
中

で
待
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。



文
書
館
紀
要
第
二
十
六
号
（
二
〇
一
三
・
三
）

一
六

三
　
浅
野
長
吉
の
武
州
侵
攻

　

さ
て
、
こ
の
よ
う
に
政
宗
は
長
吉
に
頼
り
き
り
で
あ
っ
た
が
、
一
方
の
長
吉
は

当
時
ど
の
よ
う
な
状
況
に
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
か
。
次
に
こ
の
点
を
見
て
み
た
い(((

。

　

長
吉
は
、
秀
吉
に
先
ん
じ
て
二
月
二
十
八
日
に
京
都
を
出
陣
し
た
（「
晴
豊
公

記
」）。
そ
し
て
、
小
田
原
包
囲
中
の
四
月
二
十
六
日
に
、
家
康
家
臣
の
本
多
忠

勝
・
鳥
居
元
忠
・
平
岩
親
吉
等
と
共
に
「
関
東
筋
」
を
攻
略
す
る
よ
う
に
秀
吉
か

ら
命
じ
ら
れ
た
（「
家
忠
日
記
」）。
小
田
原
を
発
っ
た
長
吉
は
江
戸
城
に
向
か
い
、

二
七
日
に
江
戸
城
の
請
取
が
完
了
し
た
こ
と
を
秀
吉
に
報
じ
、
そ
れ
を
受
け
た
秀

吉
は
、
二
八
日
付
で
、
前
田
利
家
等
の
北
国
勢
が
川
越
に
向
か
う
の
で
、
長
吉
達

も
合
流
す
る
よ
う
に
命
じ
た
（「
浅
野
家
文
書
」）。
二
十
九
日
に
、
長
吉
は
足
立

郡
浦
和
郷
や
葛
飾
郡
の
郷
村
宛
に
禁
制
の
取
次
を
行
っ
て
い
る
（「
浦
和
宿
本
陣

文
書
」・「
武
州
文
書
」）。

　

月
が
改
ま
っ
た
五
月
一
日
に
は
、
下
総
庄
内
十
六
鄕
に
宛
て
た
禁
制
の
取
次
状

を
長
吉
が
発
給
し
て
お
り
（「
野
田
市
立
興
風
図
書
館
所
蔵
文
書
」）、
こ
の
頃
に

は
下
総
方
面
の
鎮
定
に
向
か
っ
た
よ
う
で
、
五
日
に
は
小
金
城
、
十
日
に
は
東
金

城
・
土
気
城
の
請
取
を
行
っ
て
い
た(((

。
秀
吉
は
、
東
金
城
・
土
気
城
の
請
取
の
旨

を
長
吉
か
ら
報
告
さ
れ
る
と
、
一
二
日
付
で
急
ぎ
鉢
形
城
へ
向
か
う
よ
う
長
吉
に

命
令
し
た
（「
難
波
創
業
録
」）。
し
か
し
、
依
然
と
し
て
長
吉
は
鉢
形
城
に
向
か

わ
ず(((

、
二
十
日
付
で
秀
吉
は
怒
り
に
満
ち
た
文
言
で
長
吉
を
厳
し
く
叱
責
し
て
い

る
（「
浅
野
家
文
書
」）。
秀
吉
が
叱
責
の
朱
印
状
を
認
め
て
い
た
二
十
日
に
長
吉

は
岩
槻
城
を
攻
め
て
い
た
。
そ
れ
に
関
す
る
史
料
を
掲
げ
る
。

　

史
料
二
豊
臣
秀
吉
朱
印
状
〔
当
館
所
蔵
「
平
岩
文
書
」〕

　
　

 

武
州
岩
付
城
二
・
三
之
丸
迄
追
破
、
頸
数
多
討
捕
候
旨
、
浅
野
弾（
長
吉
）正

少
弼
・

木
村
常（

一
）

陸
介
か
た
よ
り
、
昨
タ
注
進
候
ニ
付
而
、
様
体
被
仰
含
、
御
上
使
両

三
人
被
差
越
候
、
其
趣
、
弾
正
・
常
陸
可
申
聞
候
、
各
同
前
ニ
無
油
断
城
取

詰
、
一
人
も
不
漏
可
討
果
候
、
女
子
共
ハ
、
悉
此
方
へ
可
差
越
候
、
引
散
候

者
可
為
越
度
候
、
委
細
両
三
使
可
申
候
也
、

　
　
　

五
月
廿
二
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
秀
吉
朱
印
）

　
　
　
　
　
　

本
田
（
多
）中（
忠
勝
）務

少
輔
と
の
へ

　
　
　
　
　
　

鳥
居
彦（
元
忠
）右

衛
門
尉
と
の
へ

　
　
　
　
　
　

平
岩
七（
親
吉
）介

と
の
へ

二
十
日
に
開
始
さ
れ
た
攻
撃
で
、
岩
槻
城
は
二
・
三
の
丸
を
落
と
さ
れ
、
本
丸
を

残
す
の
み
と
な
り
、
長
吉
は
秀
吉
に
そ
の
旨
を
注
進
し
た
。
そ
れ
に
対
し
秀
吉
は

敵
兵
を
一
人
も
残
ら
ず
討
ち
と
る
よ
う
に
命
じ
た
。

　

結
局
、
岩
槻
城
は
二
十
二
日
に
落
城
し
、
長
吉
は
秀
吉
に
無
断
で
城
中
の
者
達

を
助
命
し
た
。
そ
の
こ
と
に
つ
い
て
、
二
十
五
日
付
の
秀
吉
朱
印
状
は
、
長
吉
の

判
断
を
「
沙
汰
限
」
と
し
、
今
後
同
様
の
事
を
し
た
場
合
「
曲
事
」
と
す
る
と
糾

弾
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
早
々
に
鉢
形
城
攻
め
に
加
わ
る
べ
し
と
の
厳
命
を
再
び

下
し
た
（「
浅
野
家
文
書
」）。

　

し
か
し
、
そ
の
後
も
し
ば
ら
く
長
吉
は
岩
槻
領
の
戦
後
処
理
に
あ
た
っ
て
い
た

よ
う
で
、
六
月
一
日
に
は
鴻
巣
郷
に
宛
て
て
還
住
令
を
発
し
て
い
る
（「
大
嶋
文

書
」）。
ま
た
、
六
月
三
日
付
で
前
田
利
家
が
配
下
の
長
連
龍
等
に
宛
て
て
、
松
山

で
長
吉
と
合
流
し
、
鉢
形
城
を
攻
め
る
よ
う
に
指
示
を
し
て
い
る（「
寸
錦
雑
編
」）。

つ
ま
り
、
長
吉
は
三
日
の
時
点
で
は
ま
だ
鉢
形
城
に
至
っ
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ

る
。
鉢
形
城
は
、
六
月
十
四
日
に
落
城
し
た
と
さ
れ((0(

、
日
付
を
欠
く
も
の
の
六
月

日
付
木
村
一
・
浅
野
長
吉
・
前
田
利
家
の
連
名
で
鉢
形
城
の
請
取
に
関
す
る
定
が



一
七

伊
達
政
宗
の
小
田
原
参
陣
と
浅
野
長
吉
（
佐
藤
）

公
布
さ
れ
て
い
る（「
町
田
文
書
」）。
こ
れ
に
よ
り
、

少
な
く
と
も
落
城
直
後
に
は
、
長
吉
が
鉢
形
城
に

在
陣
し
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。
そ
の
後
、

長
吉
は
忍
城
攻
め
に
向
か
い
、
七
月
三
日
に
は
皿

尾
口
で
の
活
躍
を
秀
吉
に
賞
さ
れ
た
（「
浅
野
家

文
書
」）。

　

さ
て
、
政
宗
は
前
述
の
六
月
六
日
付
書
状
の
中

で
、「
浅
弾
・
利
家
鉢
形
表
ニ
在
陳
（
陣
）候

ヲ
、
従
関

白
様
昨
日
迎
ヲ
御
越
、
此
陣
へ
被
招
、
指
南
ヲ
可

被
仰
付
之
由
候
、
然
時
者
、
万
々
仕
合
共
、
可
能

欤
与
存
候
」
と
、
鉢
形
城
に
い
る
長
吉
と
前
田
利

家
が
秀
吉
か
ら
呼
び
戻
さ
れ
た
と
い
う
伝
聞
を
記

し
、
こ
れ
が
本
当
で
あ
れ
ば
秀
吉
と
の
面
会
も
う

ま
く
い
く
で
あ
ろ
う
と
の
見
通
し
を
立
て
て
い
る

（「
登
米
懐
古
館
所
蔵
登
米
伊
達
家
文
書
」）。
実

際
、
種
々
の
記
録
類
に
は
七
日
に
長
吉
が
譴
責
使

と
し
て
政
宗
の
も
と
に
派
遣
さ
れ
た
と
あ
る
（
表
１
）。
だ
が
、
七
日
付
の
秀
吉

朱
印
状
写
に
は
「
既
鉢
形
江
者
、
越（
上
杉
景
勝
）

後
宰
相
中
将
・
加（
前
田
利
家
）

賀
宰
相
・
浅
野
・
木
村
を

初
而
五
万
余
被
差
向
候
」
と
あ
り
、
む
し
ろ
長
吉
を
鉢
形
城
に
派
遣
し
た
こ
と
を

述
べ
て
い
る
（「
諸
将
感
状
下
知
状
幷
諸
士
状
写
」）。
果
た
し
て
七
日
に
長
吉
は

ど
こ
に
い
た
の
だ
ろ
う
か
。

　

長
吉
の
動
向
を
直
接
示
す
史
料
は
存
在
し
な
い
が
、
利
家
の
動
向
を
示
す
文
書

は
存
在
す
る
。
そ
れ
は
、
小
田
原
に
い
た
岡
田
利
世
の
六
月
八
日
付
書
状
で
あ
る

（『
源
喜
堂
古
文
書
目
録
』
二
）。
長
文
の
こ
の
書
状
に
は
「
一
、
忍
の
城
御
せ
め

候
ん
と
て
越
後
衆
・
羽（
前
田
利
家
）

筑
前
殿
に
仰
せ
付
け
ら
れ
候
、
昨
夕
こ
の
地
ま
で
御
越
し

候
間
、
今
朝
す
く
に
お
し
へ
御
越
し
候
」
と
あ
り
、
利
家
が
七
日
夕
刻
に
小
田
原

ま
で
来
て
い
た
こ
と
が
判
明
す
る
。

　

こ
れ
に
先
立
つ
四
月
二
十
日
、
利
家
は
上
野
国
松
井
田
城
を
降
し
、
二
十
一
日

に
は
松
井
田
城
を
発
ち
（「
伊
達
家
文
書
」）、
二
十
二
日
に
小
田
原
城
で
秀
吉
に

面
会
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
松
井
田
～
小
田
原
間
は
二
日
あ
れ
ば
移
動
可
能
だ
っ

た
の
で
あ
り
、
鉢
形
～
小
田
原
間
の
移
動
も
一
日
半
も
あ
れ
ば
十
分
に
可
能
で
あ

っ
た
ろ
う
。
す
る
と
、
政
宗
が
聞
い
た
噂
の
よ
う
に
、
五
日
夕
刻
に
秀
吉
が
使
者

を
鉢
形
城
に
派
遣
し
た
と
す
れ
ば
、
六
日
に
使
者
が
鉢
形
城
に
到
着
し
、
そ
れ
を

受
け
た
利
家
が
七
日
夕
刻
に
小
田
原
に
着
陣
す
る
の
は
十
分
に
可
能
で
あ
る
。

　

お
そ
ら
く
、
長
吉
は
三
日
以
降
に
長
連
龍
等
と
松
山
で
合
流
し
、
四
・
五
日
頃

に
は
鉢
形
城
攻
め
に
加
わ
り
、
秀
吉
の
使
者
を
受
け
て
、
利
家
と
同
道
し
小
田
原

城
に
向
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
種
々
の
記
録
に
あ
る
よ
う
に
、
七
日
に

政
宗
へ
の
譴
責
使
を
務
め
た
も
の
と
み
ら
れ
る
。
『
治
家
記
録
』
の
編
者
が
推
測

す
る
よ
う
に
、
当
然
利
家
も
譴
責
使
を
務
め
た
は
ず
で
あ
る
。

　

政
宗
は
譴
責
使
に
対
し
、
秀
吉
に
臣
従
し
て
い
た
会
津
の
芦
名
氏
を
攻
め
滅
ぼ

し
た
こ
と
な
ど
の
申
し
開
き
を
し
た
上
で
、
九
日
に
秀
吉
と
対
面
し
た
（「
宮
城

県
立
図
書
館
所
蔵
文
書
」）。
「
伊
達
日
記
」
な
ど
に
よ
れ
ば
、
家
康
が
執
り
成
し

を
行
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
の
場
に
は
前
田
利
家
も
い
た
と
さ
れ
る
が
、
先
の
岡

田
利
世
書
状
に
あ
る
通
り
、
八
日
の
朝
に
は
小
田
原
を
出
発
し
鉢
形
城
に
向
か
っ

て
お
り
（
書
状
は
忍
と
す
る
が
時
期
的
に
違
う
）、
秀
吉
と
政
宗
の
対
面
の
場
に

は
不
在
だ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
長
吉
も
利
家
と
同
行
し
鉢
形
城
攻
め
に

戻
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　

政
宗
の
服
属
は
豊
臣
政
権
に
と
っ
て
も
極
め
て
重
要
な
局
面
で
あ
り
、
秀
吉
は

表1　7日の譴責使一覧
記録名 人名

伊達日記 浅野長吉 施楽院全宗 稲葉是上坊 外両人

奥羽永慶軍紀 浅野長吉 施楽院全宗 稲葉是上坊 前田利家 増田長盛

治家記録 浅野長吉 施楽院全宗 色部是常坊 （前田利家）（富田一白）

会津四家合考 浅野長吉 施楽院全宗 宮部継潤（善上坊） −

武徳編年集成 浅野長吉 施楽院全宗 宮部継潤（善上坊） −

松窓漫録 浅野長吉 施楽院全宗 宮部継潤（善上坊） 福原高直 −

※治家記録は伊達日記の記述に基づく。（　）内は治家記録編纂者の按文



文
書
館
紀
要
第
二
十
六
号
（
二
〇
一
三
・
三
）

一
八

わ
ざ
わ
ざ
利
家
と
、
長
吉
を
小
田
原
ま
で
呼
び
寄
せ
て
い
た
と
み
ら
れ
る
。
し
か

し
、
秀
吉
は
鉢
形
城
攻
め
を
重
要
視
し
て
お
り
、
そ
の
主
力
と
な
る
北
国
勢
の
中

心
人
物
で
あ
る
利
家
と
、
徳
川
氏
の
別
動
隊
を
率
い
る
立
場
に
あ
っ
た
長
吉
を
い

つ
ま
で
も
小
田
原
に
留
め
置
く
こ
と
避
け
た
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
わ

ず
か
半
日
ば
か
り
の
滞
在
で
、
再
び
両
人
を
鉢
形
城
に
戻
し
た
の
だ
ろ
う
。
そ
の

結
果
、
秀
吉
と
政
宗
の
対
面
は
家
康
の
執
り
成
し
に
よ
っ
て
実
現
し
た
の
で
あ
る
。

お
わ
り
に

　
「
杉
浦
家
文
書
」
に
見
る
よ
う
に
、
政
宗
は
長
吉
の
小
田
原
帰
陣
を
待
っ
て
お
り
、

長
吉
に
頼
る
と
こ
ろ
大
で
あ
っ
た
が
、
一
方
の
長
吉
は
秀
吉
に
よ
っ
て
呼
び
戻
さ

れ
な
け
れ
ば
、
政
宗
の
た
め
に
小
田
原
に
戻
る
こ
と
は
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
な

ぜ
な
ら
、
戸
谷
穂
高
氏
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
長
吉
は
政
宗
の
た
め
に
奔
走

す
る
意
思
は
希
薄
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
政
宗
が
甲
州
府
中
で
数
日

待
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
長
吉
が
小
田
原
に
来
な
か
っ
た
こ
と
に
端
的
に
表
れ

て
い
よ
う
。
長
吉
が
小
田
原
に
戻
っ
た
の
は
、
秀
吉
に
呼
び
戻
さ
れ
た
か
ら
に
過

ぎ
な
か
っ
た
の
で
あ
り
、
七
日
に
政
宗
の
も
と
に
赴
い
た
の
は
、
政
宗
の
芦
名
氏

討
滅
や
小
田
原
遅
参
を
厳
し
く
追
及
す
る
た
め
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
役
目

が
済
む
と
、
八
日
の
朝
に
は
早
々
に
利
家
と
共
に
鉢
形
城
に
戻
っ
た
と
み
ら
れ
る
。

　

小
田
原
参
陣
か
ら
六
年
後
の
文
禄
五
年
（
一
五
九
六
）
に
政
宗
は
長
吉
に
対
し
、

著
名
な
長
文
の
絶
好
状
を
認
め
て
い
る
（「
天
理
図
書
館
所
蔵
伊
達
家
文
書
」）。

小
田
原
参
陣
の
際
に
見
ら
れ
る
政
宗
の
長
吉
に
対
す
る
期
待
と
、
豊
臣
政
権
が
長

吉
に
求
め
た
立
場
の
間
に
は
ず
れ
が
生
じ
て
お
り
、
そ
れ
が
後
の
政
宗
と
長
吉
の

関
係
が
破
綻
す
る
一
旦
と
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　

以
上
、「
杉
浦
家
文
書
」
に
伝
来
し
た
一
通
の
政
宗
書
状
を
中
心
に
、
そ
の
歴

史
的
背
景
に
つ
い
て
概
観
し
た
。
本
文
書
は
本
文
中
に
紹
介
し
た
伊
達
政
宗
研
究

に
お
け
る
研
究
史
上
の
意
義
だ
け
で
な
く
、
豊
臣
政
権
の
あ
り
方
を
考
え
る
う
え

で
も
極
め
て
重
要
な
史
料
と
い
え
る
の
で
あ
る
。

─
─
─
─
─
─
─
─
─
─

⑴
高
柳
光
寿
・
松
平
年
一
編
『
戦
国
人
名
辞
典 

増
訂
版
』
吉
川
弘
文
館
、
一
九
八
一
年
。

⑵
小
林
清
治
『
奥
羽
仕
置
と
豊
臣
政
権
』
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
三
年
。

⑶
『
仙
台
市
史　

伊
達
政
宗
文
書
一
』
仙
台
市
、
一
九
九
四
年
。

⑷
山
本
博
文
『
幕
藩
制
の
成
立
と
近
世
の
国
制
』
校
倉
書
房
、
一
九
九
一
年
。

⑸ 

小
林
清
治
「
伊
達
政
宗
の
小
田
原
参
陣
」
（『
日
本
歴
史
』
二
六
四
、一
九
七
〇
年
）、
黒
田
和
子
『
浅

野
長
政
と
そ
の
時
代
』
校
倉
書
房
、
二
〇
〇
〇
年
。
な
お
、
小
林
氏
は
史
料
一
の
発
見
を
受
け
て
執

筆
さ
れ
て
い
る
。

⑹ 

田
中
義
成
『
豊
臣
時
代
史
』
講
談
社
、
一
九
八
〇
年
。
初
出
一
九
二
五
年
。
な
お
、
田
中
氏
が
偽
書

と
す
る
根
拠
の
一
つ
に
、
本
文
で
述
べ
た
政
宗
自
身
が
五
日
小
田
原
参
着
と
述
べ
て
い
る
こ
と
に

「
天
正
日
記
」
の
記
述
が
矛
盾
す
る
こ
と
を
挙
げ
て
い
る
。

⑺ 

な
お
、
当
該
期
の
長
吉
に
つ
い
て
触
れ
た
も
の
と
し
て
、
戸
谷
穂
高
「
天
正
・
文
禄
期
の
豊
臣
政
権

に
お
け
る
浅
野
長
吉
」
（『
遥
か
な
る
中
世
』
二
一
、二
〇
〇
六
年
）、
同
「
小
田
原
合
戦
と
葛
西
」
（
平

成
十
九
年
度
特
別
展
『
関
東
戦
乱
』
葛
飾
区
郷
土
と
天
文
の
博
物
館
、
二
〇
〇
七
年
）、
梯
弘
人
「
豊

臣
期
関
東
に
お
け
る
浅
野
長
政
」（『
学
習
院
史
学
』
四
九
、二
〇
一
一
年
）
等
が
あ
る
。

⑻
『
千
葉
県
の
歴
史
』
通
史
編
・
中
世
、
千
葉
県
、
二
〇
〇
七
年
。

⑼ 

『
小
田
原
市
史
』
通
史
編 

原
始
・
古
代
・
中
世
（
小
田
原
市
、
一
九
九
八
年
）
に
よ
れ
ば
、
長
吉
が
鉢

形
城
に
急
行
し
な
か
っ
た
理
由
は
、
北
条
氏
邦
が
降
伏
の
姿
勢
を
見
せ
て
お
り
、
そ
の
交
渉
を
す
る

た
め
だ
っ
た
可
能
性
が
あ
る
と
い
う
。

⑽
『
寄
居
町
史
』
通
史
編
、
寄
居
町
教
育
委
員
会
、
一
九
八
六
年
。


